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 【資料第１号】 

                  福祉部障害福祉課 
 

 

 

「文京区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営等の基準に関する条

例の一部を改正する条例」及び「文京区指定障害児入所施設等の人員、設備及び

運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例」 

 

 

１ 文京区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営等の基準に関する

条例の一部を改正する条例 

 

 ⑴ 改正理由 

   児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準（平成２４年厚生労働省令第１５号）の一部改正に伴い、文京区指定障害児

通所支援の事業等の人員、設備及び運営等の基準に関する条例（令和６年１２

月文京区条例第３７号）において、規定の整備を行う。 

 

⑵ 新旧対照表 

改正案 現行 

第一条から第三十五条まで（略） 

（健康管理） 

第三十六条 指定児童発達支援事業者

（児童発達支援センターである指定児

童発達支援事業所において、指定児童

発達支援の事業を行う者に限る。）

は、常に障害児の健康の状況に注意す

るとともに、通所する障害児に対し、

通所開始時の健康診断、少なくとも一

年に二回の定期健康診断及び臨時の健

康診断を、学校保健安全法（昭和三十

三年法律第五十六号）に規定する健康

診断に準じて行わなければならない。 

２ 前項の指定児童発達支援事業者は、

同項の規定にかかわらず、次の表の上

欄に掲げる健康診断又は健康診査（母

子保健法（昭和四十年法律第百四十一

号）第十二条又は第十三条に規定する

健康診査をいう。同表において同

第一条から第三十五条まで（略） 

（健康管理） 

第三十六条 指定児童発達支援事業者

（児童発達支援センターである指定児

童発達支援事業所において、指定児童

発達支援の事業を行う者に限る。）

は、常に障害児の健康の状況に注意す

るとともに、通所する障害児に対し、

通所開始時の健康診断、少なくとも一

年に二回の定期健康診断及び臨時の健

康診断を、学校保健安全法（昭和三十

三年法律第五十六号）に規定する健康

診断に準じて行わなければならない。 

２ 前項の指定児童発達支援事業者は、

同項の規定にかかわらず、次の表の上

欄に掲げる健康診断が行われた場合で

あって、当該健康診断がそれぞれ同表

の下欄に掲げる健康診断の全部又は一

部に相当すると認められるときは、同
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２ 文京区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の

一部を改正する条例 

 

⑴ 改正理由 

   児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する 

基準 （平成２４年厚生労働省令第１６号）等の一部改正に伴い、文京区指定障

害児入所施設等の人員、設備及び運営等の基準に関する条例（令和６年１２月

文京区条例第３８号）において、規定の整備を行う。 

 

じ。）（以下この項において「健康診断

等」という。）が行われた場合であっ

て、当該健康診断等がそれぞれ同表の

下欄に掲げる健康診断の全部又は一部

に相当すると認められるときは、同欄

に掲げる健康診断の全部又は一部を行

わないことができる。この場合におい

て、指定児童発達支援事業者は、それ

ぞれ同表の上欄に掲げる健康診断等の

結果を把握しなければならない。 

児童相談所等にお

ける障害児の通所

開始前の健康診断 

通所する障害児に

対する障害児の通

所開始時の健康診

断 

障害児が通学する

学校における健康

診断 

定期の健康診断又

は臨時の健康診断 

乳児又は幼児に対

する健康診査 

通所する障害児に

対する通所開始時

の健康診断、定期

の健康診断又は臨

時の健康診断 

第三十六条第三項から第九十九条まで 

（略） 

 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

欄に掲げる健康診断の全部又は一部を

行わないことができる。この場合にお

いて、指定児童発達支援事業者は、そ

れぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の

結果を把握しなければならない。 

児童相談所等にお

ける障害児の通所

開始前の健康診断 

通所する障害児に

対する障害児の通

所開始時の健康診

断 

障害児が通学する

学校における健康

診断 

定期の健康診断又

は臨時の健康診断 

  

第三十六条第三項から第九十九条まで 

（略） 
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⑵ 新旧対照表 

改正案 現行 

第一条から第六条第二項まで（略） 

（設備） 

３ 第一項の居室の基準は、次のとおり

とする。 

 一 一の居室の定員は、四人以下とす

ること。 

 二 障害児一人当たりの床面積は四・

九五平方メートル以上とすること。 

 三 前二号の規定にかかわらず、乳児

又は幼児（第三十条第二項の表及び第五

十六条第一項第二号において「乳幼児」

という。）のみの一の居室の定員は六人

以下とし、一人当たりの床面積は三・三

平方メートル以上とすること。 

四 入所している障害児の年齢等に応

じ、男子と女子の居室を別にすること。 

 

第六条第四項から第二十九条まで（略） 

 

（健康管理） 

第三十条 指定福祉型障害児入所施設

は、常に障害児の健康の状況に注意する

とともに、入所した障害児に対し、入所

時の健康診断、少なくとも一年に二回の

定期健康診断及び臨時の健康診断を、学

校保健安全法（昭和三十三年法律第五十

六号）に規定する健康診断に準じて行わ

なければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、前項

の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲

げる健康診断又は健康診査（母子保健法

（昭和四十年法律第百四十一号）第十二

条又は第十三条に規定する健康診査をい

う。同表において同じ。）（以下この項に

おいて「健康診断等」という。）が行わ

れた場合であって、当該健康診断等がそ

れぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全

第一条から第六条第二項まで（略） 

（設備） 

３ 第一項の居室の基準は、次のとおり

とする。 

 一 一の居室の定員は、四人以下とす

ること。 

二 障害児一人当たりの床面積は、四・

九五平方メートル以上とすること。 

三 前二号の規定にかかわらず、乳児

又は幼児（第五十六条第一項第二号にお

いて「乳幼児」という。）のみの一の居室

の定員は六人以下とし、一人当たりの床

面積は三・三平方メートル以上とするこ

と。 

 四 入所している障害児の年齢等に応

じ、男子と女子の居室を別にすること。 

 

第六条第四項から第二十九条まで（略） 

 

（健康管理） 

第三十条 指定福祉型障害児入所施設

は、常に障害児の健康の状況に注意する

とともに、入所した障害児に対し、入所

時の健康診断、少なくとも一年に二回の

定期健康診断及び臨時の健康診断を、学

校保健安全法（昭和三十三年法律第五十

六号）に規定する健康診断に準じて行わ

なければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、前項

の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲

げる健康診断が行われた場合であって、

当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲

げる健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、同欄に掲げる健康

診断の全部又は一部を行わないことがで

きる。この場合において、指定福祉型障

害児入所施設は、それぞれ同表の上欄に
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部又は一部に相当すると認められるとき

は、同欄に掲げる健康診断の全部又は一

部を行わないことができる。この場合に

おいて、指定福祉型障害児入所施設は、

それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断等

の結果を把握しなければならない。 

 

児童相談所等におけ

る障害児の入所前の

健康診断 

入所した障害児に対

する障害児の入所時

の健康診断 

障害児が通学する学

校における健康診断 

定期の健康診断又は

臨時の健康診断 

乳幼児に対する健康

診査 

入所した障害児に対

する入所時の健康診

断、定期の健康診断

又は臨時の健康診断 

第三十条第三項から第四十六条まで

（略） 

 

（虐待等の禁止） 

第四十七条 指定福祉型障害児入所施設

の従業者は、障害児に対し、法第三十三

条の十第一項各号に掲げる行為その他当

該障害児の心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

 

第四十七条第二項から第六十二条まで

（略） 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

掲げる健康診断の結果を把握しなければ 

児童相談所等におけ

る障害児の入所前の

健康診断 

入所した障害児に対

する障害児の入所時

の健康診断 

障害児が通学する学

校における健康診断 

定期の健康診断又は

臨時の健康診断 

 

 

 

 

 

ならない。                                              

第三十条第三項から第四十六条まで 

（略） 

 

 

 

 

 

（虐待等の禁止） 

第四十七条 指定福祉型障害児入所施設

の従業者は、障害児に対し、法第三十三

条の十各号に掲げる行為その他当該障害

児の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 

 

第四十七条第二項から第六十二条まで

（略） 

 


